
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

東大阪市住宅・建築物耐震改修促進計画（令和 7 年度改定）の概要 

 

■住宅 

 

 

 

 

 

 

 

 

■多数の者が利用する大規模建築物 

 

 

 

耐震化の現状 

   
○耐震改修促進法第５条第１項の規定に基づき

大阪府内の住宅・建築物の耐震化の指針とな

る計画である「新・住宅建築物耐震 10 ヵ年戦

略・大阪（大阪府耐震改修促進計画）」が令和7

年度に策定された。 

○本市においても、平成 19 年度の策定、平成28

年度に改定を行った「東大阪市住宅・建築物耐

震改修促進計画」が目標年度を迎えたことか

ら、関連計画との整合を図り、社会経済情勢等

の変化に対応し、今後の耐震化促進の指針と

の改定を令和 7 年度に行った。 

改定の背景 

基本目標 
【耐震化率の目標】 

 
 
 
【その他の取り組み目標】 

①特定既存耐震不適格建築物 耐震性が不足する全ての建築物を対象に確実な周知啓発を行う 

②防災関連施設 府・市の関係部署や所有者と情報共有を行い、耐震化促進に取り組む 

耐震化の促進に関する具体的な施策 
〇「安全」、「安心」、「まちづくり」への支援を耐震化促進の取組みの柱とし、施策を展開する。 

 

 

○市広報紙・ウェブサイトやパンフレット等を活用した情報提供／庁舎や各イベントによるセミナー

の実施／多数のものが利用する建築物への普及・啓発／情報提供による防災意識の向上／「生

命だけは守る」ための部分的又は簡易な耐震改修等の普及／南海トラフ沿いの巨大地震による

長周期地震動に関する取り組み 

 

 

○ブロック塀の安全対策／建築資材の落下防止対策／エレベーターの閉じこめ防止対策／居住

空間の安全性の確保 

 

○住宅・建築物への補助制度／その他の支援制度 

 

○耐震アドバイザー派遣制度による耐震化の促進／身近で相談しやすい建築相談会の実施／「住

宅リフォームマイスター制度」による信頼性の高い事業者の紹介／ライフスタイルにあった住替え

や建替えの促進 

 

○防災訓練を活用した情報提供／木造住宅が集積する地域における耐震化の取組み 

 

 

〇民・学・官の連携による耐震化の多面的な展開 

地方公共団体の役割 

〇耐震化促進施策に係る計画を充実させる 

①所有者の費用負担軽減のため、支援制度のさらなる構築と充実を図る。 

②所有者等の個別の事情に応じた助言や関係部局との連携などに留意しながら相談体制の整備を進める。 

〇住民への支援等に関する周知・啓発の強化 

①税制や低利融資制度を利用した耐震改修の促進の周知に努める。 

②リフォームに併せた耐震改修の促進の啓発・誘導に努める。 

耐震化の促進に関する基本方針等 

〇耐震化が必要な住宅・建築物の所有者等が耐

震化への理解を深め、耐震改修等に取り組め

るよう各種情報の提供や支援策などの検討を

行い、「耐震化」と「減災化」の重層的な働きか

けによる総合的な震災対策により「人命を守る

こと」を最優先として「安全・安心」の向上に努

める。 

〇住宅・建築物の耐震化を図ることは、住環境や

都市環境などのまちの魅力向上にもつながる

ことから、「まちづくり」の視点から地域一体と

なって耐震化を進める。 
 

計画の期間 

〇令和 8 年度から令和 17 年度までの 10 年間

とする。 

〇なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変

化、関連する計画との整合性などから、概ね 5

年を基本として計画の見直しを検討する。 

総数： １１棟（民有・市有あわせて） 

〇耐震性を満たす                     〇耐震性が不十分 

９棟 （8１％）          ２棟（1９％） 

現在（令和 7 年度） 

総数：233,654 戸 

〇耐震性を満たす     〇耐震性が不十分 

210,494 戸 （９０％）   23,160 戸 （1０％） 

現在（令和 7 年度） 

木造戸建住宅 92,552 戸 

〇耐震性を満たす 

   74,139 戸 （８0％） 

〇耐震性が不十分 

   18,413 戸 （２０％） 

共同住宅等 141,102 戸 

〇耐震性を満たす 

  136,355戸 （９７％） 

〇耐震性が不十分 

     4,747戸 （３％） 
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様々な情報を発信し、  

意識の向上を図ります。 

施策１ 意識や知識の向上 

施策２ 総合的な安全対策の推進 

安全 

 

耐震化を行う上での負担

や不安を軽減します。 

施策１ 負担の軽減 

施策２ 不安の解消 

安心 

 

地域と一体となり、耐震化

を啓発・推進します。 

施策１ 地域との連携 

施策２ 民・学・官との連携 

ま ち 

づくり 

安 
 
 

全 

安 
 

心 
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１．意識や知識の向上 

２．総合的な安全対策の推進 

１．負担の軽減 

２．不安の解消 

１．地域との連携 

２．民・学・官との連携 

①住宅  令和 17 年度までにおおむね解消  

②多数の者が利用する大規模建築物  令和 12 年度までにおおむね解消 

   
○本市における住宅・建築物の耐震化に関する施

策を計画的に展開することにより、地震時の建

物の倒壊等に起因する人的被害及び経済被害

を軽減し早期復旧・復興に寄与することを目的

とするとともに、市民の生命と財産を保護し、市

内の住宅・建築物について耐震診断・耐震改修

等を計画的・総合的に促進するための指針とし

て策定するものです。  

計画の目的 


